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老老発０３ １６第４号通知 令和３年３月１６日

「科学的介護情報システム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」より

【LIFE関連加算】

必見！解釈通知

令和3年介護報酬改定

科学的介護推進体制加算編



• 科学的介護推進体制加算の算定には、 L I F Eへのデータ提出が必要です

• 令和3年度については、データ提出の猶予期間があります

• 提出頻度は、利用者のサービス開始、サービス終了の時と、その間は少なくと
も6か月ごとになります

• フィードバックに基づく、PDCAサイクルが必要です

ポイント



⑴ 通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算

⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設における科学

的介護推進体制加算(Ⅰ )及び (Ⅱ )

ア Ｌ Ｉ Ｆ Ｅへの情報提出頻度について

• 利用者ごとに、 （ア ）から （エ ）までに定める月の翌月 １０日までに提出すること 。

• なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通

所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分

から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定で

きないこと

• （ 例えば 、 ４月の情報を５月 １０日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要で

あり 、 ４月サービス提供分から算定ができないこととなる。 ）

※利用者一人分でも欠けたら 、全員分算定不可なのか？

→そうとれるが、 Q＆ A待ちですね

１ 科学的介護推進体制加算



• （ア ） 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している

利用者（以下「既利用者」という。 ）については、当該算定を開始しようとする
月

• （ イ ） 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開

始した利用者（以下「新規利用者」という。 ）については、当該サービスの利用
を開始した日の属する月

• （ウ ） （ア ）又は（イ ）の月のほか、少なくとも６月ごと

• （エ ） サービスの利用を終了する日の属する月

※６か月目に利用者が入院している場合などはどうなるのか

→Q＆ A待ちですね

提出頻度



• 例えば今年の5月に大量のデータ入力が発生する

• →6か月ごとにデータ入力発生！

• 作業の平準化

• →2回目のデータ提出を6か月以前に分けて行う

• →３回目以降は６か月ごとに行う

提出頻度まとめ

令和３年４月から算定の場合 対象者 提出期限

既存利用者＋４月サービス開始者 全員分 令和３年５月１０日まで

５月以降サービス開始者 該当者 翌月１０日まで

提出から少なくとも６か月ごと 算定対象者 翌月１０日まで

サービスの終了月 算定対象者 翌月１０日まで
※死亡等によるサービス
中止に注意！



令和 ３年度においては 、 Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ に対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のあ

る事業所 ・ 施設については 、 ⑴ア 、 ⑵ ア及び⑶アの規定にかかわらず 、 一定の経過措置を設けることとする 。

具体的には 、

・ 令和 ３年 ４月から同年 ９月末日までに本加算の算定を開始する場合は 、 算定を開始しようとする月の ５月

後の月

又は 、

・ 令 和 ３ 年 1 0月から令和 ４年 ２月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は 、 令和 ４年 ３月

の翌月 1 0日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし 、

当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで 、 猶予措置の適

用を受け本加算の算定をできるものとする

（ 本計画については 、 指定権者への届出までを求めるものではないが 、 求められた場合には速やかに提出す

ること ） 。

なお 、 猶予期間終了後 、 情報提出を行うに当たっては 、 ⑴ ア 、 ⑵ ア及び⑶アに規定する時点における情報の
提出が必要であること 。 また 、 猶予期間の終了時期を待たず 、 可能な限り早期に⑴ア 、 ⑵ ア及び⑶アの規定
に従い提出することが望ましいこと 。

なお 、 提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は 、 算定した当該加算については 、 遡 り
過誤請求を行うこと 。

提出の猶予措置



1 . いつから科学的介護推進体制加算を算定するか決める

2 . その時期で、データ提出の猶予期間が決まる

3 . 理由と提出予定時期を組み込んだ計画を立てる

4 . 計画の提出は不要（求められたら提出）

なので、



4月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

算定 ★ ★ ★ ★ ★

提出

算定 ★

提出
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4月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

算定 ★
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算定 ★

提出

算定 ★

提出

５か月後の翌月１０日までに提出！

４月１０日！

猶予期間なし！



⑴ における科学的介護推進体制加算

事業所の全ての利用者について、別紙様式１（科学的介護推進に関する評価（通所・居
住サービス） ）にある「評価日」、 「前回評価日」 、 「障害高齢者の日常生活自立度及び認
知症高齢者の日常生活自立度」 、 「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。 ） 」 、 「口
腔・栄養」及び「認知症（必須項目に限る。 ） 」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合
を除き、すべて提出すること。また、 「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限
る。 ） 」及び「認知症（任意項目に限る。 ） 」の各項目に係る情報についても、必要に応じ
て提出することが望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含め
提出された情報に基づき実施されるものであること。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

・ ア （ア ）に係る提出情報は、当該算定開始時における情報

・ ア （イ ）に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報

・ ア （ウ ）に係る提出情報は、前回提出時以降の情報

・ ア （エ ）に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報

提出情報 （ 通 所 サ ー ビ ス 、 居 住 サ ー ビ ス 及 び 多 機 能 サ ー ビ ス ）



事業所の全ての利用者について 、

別紙様式 １ （ 科 学的介護推進に関する評価 （ 通所 ・ 居 住サービス ） ） に ある

1 . 「評価日」

2 . 「前回評価日」

3 . 「障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度」

4 . 「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。 ） 」

5 . 「口腔・栄養」及び「認知症（必須項目に限る。 ） 」の各項目に係る情報

以上必須項目

1 . 「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。 ） 」

2 . 「認知症（任意項目に限る。 ） 」の各項目に係る情報

以上任意項目

提出情報 （ 通 所 サ ー ビ ス 、 居 住 サ ー ビ ス 及 び 多 機 能 サ ー ビ ス ）



任意項目

以外は必須



科学的介護推進体制加算 (Ⅰ ) については 、施設における入所者全員について 、別紙様式 ２ （ 科学的介護推

進に関する評価 （施設サービス ） ） にある 「評価日 」 、 「 前回評価日 」 、 「 障害高齢者の日常生活自立度又は認

知症高齢者の日常生活自立度 」 、 「 総論 （ Ａ Ｄ Ｌ 及び在宅復帰の有無等に限る 。 ） 」 、 「 口腔 ・ 栄養 」 及び 「 認知

症 （必須項目に限る 。 ） 」 の各項目に係る情報を 、やむを得ない場合を除き 、すべて提出すること 。また 、

「 総論 （ 既往歴 、服薬情報及び同居家族等に限る ） 」 及び 「 認知症 （任意項目に限る 。 ） 」 に係る情報について

も 、必要に応じて提出することが望ましいこと 。

科学的介護推進体制加算 (Ⅱ ) については 、施設における入所者全員について 、科学的介護推進体制加算

(Ⅰ ) で必須とされる情報に加え 、 「 総論 （ 既往歴及び同居家族等に限る 。 ） 」 に係る情報を 、やむを得ない

場合を除き 、すべて提出すること 。また 、 「 総論 （ 服薬情報に限る 。 ） 」 及び 「 認知症 （任意項目に限る 。 ） 」 に

係る情報についても 、必要に応じて提出することが望ましいこと 。

なお 、フ ィー ドバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること 。

また 、提出情報の時点は 、通所サービス 、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制

加算と同様であるため 、⑴イ後段を参照されたい 。

・ ア （ ア ） に 係 る 提 出 情 報 は 、 当 該 算 定 開 始 時 に お け る 情 報

・ ア （ イ ） に 係 る 提 出 情 報 は 、 当 該 サ ー ビ ス の 利 用 開 始 時 に お け る 情 報

・ ア （ ウ ） に 係 る 提 出 情 報 は 、 前 回 提 出 時 以 降 の 情 報

・ ア （ エ ） に 係 る 提 出 情 報 は 、 当 該 サ ー ビ ス の 利 用 終 了 時 に お け る 情 報

提出情報
（ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 及 び 介 護 老 人 福 祉 施 設 ）



科 学 的 介 護 推 進 体 制 加 算 ( Ⅰ ) に つ い て は 、

施 設 に お け る 入 所 者 全 員 に つ い て 、

別紙様式２ （科学的介護推進に関する評価 （施設サービス ） ）にある

1 . 「 評価日 」 、

2 . 「 前回評価日 」 、

3 . 「 障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度 」 、

4 . 「 総論 （ Ａ Ｄ Ｌ及び在宅復帰の有無等に限る。 ） 」 、

5 . 「 口腔 ・栄養 」及び

6 . 「 認知症 （必須項目に限る 。 ） 」

以上必須項目

1 . 「 総論 （既往歴 、服薬情報及び同居家族等に限る ） 」

2 . 「 認知症 （任意項目に限る。 ） 」

以上任意項目

提出情報
（ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 及 び 介 護 老 人 福 祉 施 設 ）



科学的介護推進体制加算 (Ⅱ ) については 、施設における入所者全員について 、科学的介護推進体制

加算 (Ⅰ ) で必須とされる情報に加え 、

別紙様式２ （ 科学的介護推進に関する評価 （ 施設サービス ） ） に ある

1 . 「 評 価日 」 、

2 . 「 前 回評価日 」 、

3 . 「 障 害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度 」 、

4 . 「 総 論 （ Ａ Ｄ Ｌ 及び在宅復帰の有無等に限る 。 ） 」 、

5 . 「 口 腔 ・ 栄養 」 及び

6 . 「 認 知症 （ 必須項目に限る 。 ） 」

7 . 「 総論 （ 既往歴及び同居家族等に限る 。 ） 」

以上必須項目

1 . 「 総 論 （ 服薬情報に限る 。 ） 」

2 . 「 認 知症 （ 任意項目に限る 。 ） 」

以上任意項目

提出情報
（ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 及 び 介 護 老 人 福 祉 施 設 ）



任意項目以外
は必須項目



• 基本的な理解としては、各計画書の見直しに関して、フィードバックを組み込
むことを行うというもの

• フィードバックのタイミングが現状で不明であるので、フィードバックが来た
ら、情報共有とカンファレンスを行う仕組みを作っておく→マニュアル化して
おき、記録をとっておくとよい

• フィードバックに必ず従わなければいけないというものではない

• ただし、フィードバックを参考にしたうえ検討し、計画の継続をするならば、
その旨の記録を残しておくべきである

• 事業所単位のフィードバックについても同様に考える

• ただし、計画書のような様式がないので、会議などの議題として取り上げ、議
事録を作成する

フィードバックに基づくPDCA



• 科学的介護推進体制加算の算定には、 L I F Eへのデータ提出が必要です

• 令和3年度については、データ提出の猶予期間があります

• 提出頻度は、利用者のサービス開始、サービス終了の時と、その間は少なくと
も6か月ごとになります

• フィードバックに基づく、PDCAサイクルが必要です

まとめ


